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小児救急医療支援事業費補助金交付要綱 

 

 

（通則） 

第１条 小児救急医療支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について

は、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、平成２６

年度医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金

交付要綱、平成２７年度医療介護提供体制改革推進交付金交付要綱、平成２

８年度医療介護提供体制改革推進交付金交付要綱、平成２９年度医療介護提

供体制改革推進交付金交付要綱、医療介護提供体制改革推進交付金交付要

綱、地域医療介護総合確保基金管理運営要領、及び香川県補助金等交付規則

（平成 15 年香川県規則第 28 号。以下「規則」という。）の規定によるほ

か、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、小児科医の確保において病院群輪番制病院を支援する

病院の開設者が行う小児救急医療支援事業に対し補助金を交付することによ

り、地域住民の小児の救急医療の充実を図ることを目的とする。 

 

（事業計画） 

第 3 条 事業計画及び事業の実施に要する経費に関する調書を別紙様式第１に

より作成し、別に定める日までに知事に提出するものとする。 

 

（交付の対象） 

第４条 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

 (1) 県が行う小児救急医療支援事業 

 (2) (1) 以外の病院の開設者が行う小児救急医療支援事業に対して市町（一

部事務組合を含む。以下同じ。）が補助する事業 

 

（交付額の算定方法） 

第５条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出

された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 

 (1) 県が行う事業 

ア 次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額

とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額に３分の２を乗じて得た額を交付基礎額とす

る。 



 (2) 病院の開設者が行う事業に対し市町が補助する事業 

ア 次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額

とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額と市町が補助した額とを比較して少ない方の額

に３分の２を乗じて得た額を交付基礎額とする。 

 

１．基 準 額 ２．対 象 経 費 

１地区当たり次により算出された額の

合算額 

（常勤の体制） 

(1)休日Ａ、休日Ｂ及び夜間 

２６，３１０円×診療日数 

(2)休日Ｃ 

１３，１５０円×診療日数 

(3)夜間加算（労働基準法（昭和２

２年法律第 49 号）第 37 条第 1 項

及び第 3 項に定める割増賃金（時

間外（125/100 以上）及び深夜

（150/100、160/100 又は 125/100

以上）を手当している場合に限

る。） 

１９，782 円×診療日数 

（オンコ－ル体制） 

(4)医師が病院に待機する体制では

なく、専門的な処置が必要な場合

に小児科医師が速やかに駆け付け

対応する体制（オンコ－ル体制）

を執っている場合 

１３，５７０円×診療日数 

小児救急医療支援事業に必要な次

に掲げる経費 

給与費（常勤職員給与費、非常

勤職員給与費、法定福利費

等） 

報償費（医師雇上謝金） 

（注）１．診療日の算定については、原則として診療時間が次の表に定め 

る区分ごとにそれぞれ１日とする。 

２．診療日数は、地区における事業日数とする。 

 

 

 

 



  

区  分 対象時間及び最低診療時間 

休  日 

休日Ａ 

休日Ｂ 

午前８時から午後６時まで診療を行うもの。 

休日Ｃ 
午前８時から午後１時まで診療を行うもの又は午後１

時から午後６時まで診療を行うもの。 

夜  間 午後６時から翌日午前８時まで診療を行うもの。 

（注）休日の取扱い 

①休日Ａ 

日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に 

定める祝日及び休日並びに年末年始の日（１２月２９日から１月３日 

まで） 

②休日Ｂ、休日Ｃ 

週休二日制に伴う土曜日又はその振替日 

なお、週休二日制に伴う土曜日又はその振替日を休日として取り扱 

えるのは、事業主体である地方公共団体が共同利用型病院及び小児救

急医療支援事業実施地区における病院の閉院状況を考慮し、当該事業

を実施した場合とする。 

ただし、診療日数として算定できるのは、国民の祝日に関する法律 

に定める祝日及び休日並びに年末年始の日（１２月２９日から１月３

日まで）を除く月曜日から土曜日の間に１日のみとする。 

 

（交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

(1) 県が行う事業 

ア 交付対象事業に要する経費の配分の変更には、知事の承認を受けなけ

ればならない。 

イ 事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、知事の承認

を受けなければならない。 

ウ 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければな

らない。 

エ 事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に報告してその指

示を受けなければならない。 

オ 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第

２による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証

拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業が完了する日（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年

度の終了後５年間保管しておかなければならない。 



カ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が

０円の場合を含む。）には、別紙様式第６により速やかに、遅くとも補

助事業完了日の属する年度の翌々年度 5 月 31 日までに知事に報告しな

ければならない。 

  なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当

該仕入控除税額を県に返還しなければならない。 

キ 当該補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受け

てはならない。 

ク アからキまでにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全

部又は一部を県に納付させることがある。 

(2) 病院の開設者が行う事業に対し市町が補助する事業 

ア (1)のア、イ、ウ、エ及びオに掲げる条件 

イ 市町は、県から概算払により補助金の交付を受けた場合には、当該概

算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく病院の開設者に交付しなけ

ればならない。 

ウ 市町は、補助金を病院の開設者に交付する場合には、次の条件を付さ

なければならない。 

(ア) 補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をす

るには、市町長の承認を受けなければならない。 

(イ) (1)イからエ及びキに掲げる条件を付さなければならない。この

場合において(1)イからエ中｢知事｣とあるのは｢市町長｣（一部事務組

合長を含む。以下同じ。）と読み替えるものとする。 

(ウ) 病院の開設者が公的団体又は民間事業者である場合、間接補助事

業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出

について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完

了する日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を

受けた日）の属する年度の終了後 5 年間保管しておかなければならな

い。 

  病院の開設者が市町である場合、間接補助金と間接補助事業に係る

予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業

に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書

類を事業が完了する日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておか

なければならない。 

(エ) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により間接補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控

除税額が０円の場合を含む。）は、別紙様式第６により速やかに市町

長に報告しなければならない。 

  なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、



当該仕入控除税額を市町に返還しなければならない。 

（オ）（ア）から（エ）までにより付した条件に違反した場合には、こ

の補助金の全部又は一部を市町に納付させることがある。 

エ ウにより付した条件に基づき市町長が承認をする場合には、あらかじ

め知事の承認又は指示を受けなければならない。 

オ ウにより付した条件に基づき、市町に納付があった場合には、その納

付額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（申請手続） 

第７条 この補助金の交付の申請は、別紙様式第３による申請書に、当初提出

した事業計画に変更がある場合は変更後の事業計画その他の関係書類を添え

て、指定する日までに知事に提出するものとする。 

 

（交付の決定） 

第８条 知事は、補助金の交付の申請があった場合において、その内容を審査

し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者にその旨

を通知するものとする。 

 

（変更申請手続） 

第９条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追

加交付申請等を行う場合には、第７条に定める申請手続に従い、毎年度１月

１０日までに行うものとする。 

 

（補助金の交付の請求） 

第 10 条 補助金の交付を請求しようとするときは、別紙様式第４による請求

書を知事に提出しなければならない。 

 

（概算払） 

第 11 条 知事は、必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算

払することができる。 

 

（実績報告） 

第 12 条 この補助金の事業実績報告は、別紙様式第５による報告書に関係書

類を添えて、事業の完了の日から起算して１月を経過した日（第 6 条により

事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日か

ら起算して 1 月を経過した日）又は翌年度４月 5 日のいずれか早い日まで

に、知事に提出するものとする。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 13 条 知事は、前条の報告を受けた場合には、その報告に係る補助事業の



成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとす

る。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき

は、期限を定めて、その超える部分について県に返還することを命ずるものと

する。 

 

（その他） 

第 14 条 特別の事情により、第５条、第７条、第９条及び第 12 条に定める算

定方法手続等によることができない場合には、あらかじめ知事の承認を受け

てその定めるところによるものとする。 

 

附則 

 この要綱は、平成２８年８月１０日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 この要綱は、平成２９年８月２５日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 この要綱は、平成３０年９月１４日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和３年９月２７日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 


